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「「「「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの機能強化計画機能強化計画機能強化計画機能強化計画」」」」のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて    

 

りそなグループの近畿大阪銀行（社長 水田 廣行）は、平成 15 年 8 月に策定した「リレー

ションシップバンキングの機能強化計画」に関する平成 15年度から平成 16年度における進

捗状況について、今般取り纏めましたのでお知らせいたします。 

 

資料については、次頁以降をご覧ください。 

 

○「「「「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの機能強化計画機能強化計画機能強化計画機能強化計画」」」」のののの進捗状況表進捗状況表進捗状況表進捗状況表 

 

Ⅰ.全体的な進捗状況、計画の達成状況、計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題 

Ⅱ.アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況（15年 4月～17年 3月） 

Ⅲ.経営改善支援の取組み状況 

Ⅳ.経営改善支援の取組み実績 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リレーションシップバンキングの 

機能強化計画の進捗状況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年 4 月 

株式会社 近畿大阪銀行 



Ⅰ.全体的な進捗状況、計画の達成状況、計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題 

 
 
弊社は大阪府を主要な地盤とする地域金融機関として、地域の皆様に質の高い金融商品・サービス

の提供に努め、地元経済の発展に貢献することが、基本的な使命であると考えております。 
中小企業金融の再生、健全性の確保、収益性の向上に向けた取組み施策を取りまとめ、15 年 8 月に

策定いたしました「リレーションシップバンキングの機能強化計画」は、地域金融機関としての基本的な

使命を果たしていく上で、非常に重要なものであるとの認識のもと、全社的な取組みを進めた結果、概

ね計画通りの進捗を果たしましたが、なかには具体的成果として顕われていない項目もあり、集中改

善期間後においても、引続き深化、定着化に向けた取組みが必要であると考えております。 

 
１．進捗状況（平成 15 年 4 月～平成 1７年３月） 

 
（１） お取引先企業に対する支援機能の強化 

創造・新事業にかかる支援機能等の強化としましては、近畿地区産業クラスターサポート金融会

議に積極的な参画を行い、創造・新事業にかかるニーズの把握に努めるとともに、(財)大阪産業

振興機構などの外部関連機関との連携の仕組みを整備し、その利用を積極的に推進しました。

16 年 12 月には、地域社会における技術開発、技術教育等を支援するとともに、新事業の創出等

地域の産業振興に寄与することを目的として、大阪府立大学と産学官連携活動に関する基本協

定書を締結しております。また、16 年 8 月より取扱いを開始しました「近畿大阪ベンチャー育成フ

ァンド」につきましては、4 社のお取引先に対して投資を実施することができました。 
経営相談・支援機能の強化としましては、より多くのお取引先企業間においてビジネスマッチング

を支援する目的で、インターネットを利用した総合支援サイト「ｅ―あきない NET」を立ち上げ積極

的な運営を図るとともに、弊社主催のビジネスマッチングフェア －「がんばりまっせ ！おおさかメッ

セ２００４」の開催、りそな銀行とのビジネス商談会の共同開催などを通じて、情報提供力の強化

に取組みました。 

 
（２） お取引先企業の再生に向けた取組み 

お取引先企業の再生に向けた取組みを強化するため、全国地方銀行協会が主催する集合研修、

通信講座の積極的な受講を奨励するとともに、弊社内においても企業再生の具体的手法につい

ての研修を実施するなどの人材育成に取組んでおります。 
また、16 年 6 月に再生支援の本部担当部署である融資部「企業再建支援チーム」を「企業サポー

ト室」に組織改正を実施し、一層の体制整備も図っております。 
再生手法につきましては、ＲＣＣ信託機能を活用した再生スキームの実施や、中小企業の再生ノ

ウハウに長けているあおぞら銀行グループとの提携により信託機能を利用した再生ファンドの組

成などを実施しました。 

 
（３） 新しい中小企業金融への取組み 

お取引先の信用リスクに関するデータの蓄積を進め、スコアリングモデルを導入した法人向け無

担保貸出「リテール４８（West）」の取扱を開始したほか、キャッシュフローに基づくお取引先の債

務償還能力を判定する審査手法を採り入れ、担保や保証に過度に依存しない融資の促進に向け

た諸施策を実施しております。 
また、大阪市が制度化した「大阪市ＣＬＯ（多数貸付債権プール型担保証券）」や、大阪市、神戸市、

横浜市が制度化した「政令指定都市ＣＬＯ」への参加、当社ならびにりそな銀行が大阪府と連携し

創設した大阪府ＳＢＥ私募債を推進するなど、証券化の取組みも強化しました。 

 



（４）お客さまへの説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化 
15 年 7 月に一部改正された事務ガイドライン（与信取引に関する顧客への説明態勢及び苦情処

理機能、16 年 6 月に中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針に吸収）を踏まえ、銀行取引

約定書などの契約書類の改訂、与信取引に関する説明マニュアルの制定など社内規程、マニュ

アルの整備を実施しました。また、相談・苦情処理体制の強化を図るため、苦情対応連絡会を開

催し再発防止について協議を行うとともに、内部監査等を通じた営業店指導を強化しております。 

 
（５） 資産査定・信用リスク管理の厳格化、収益性の向上に向けた取組み 

弊社の健全性確保の観点から、資産の自己査定については、債務償還能力からの検証を従来に

増して厳しくするなどの対応を継続して行っております。不動産担保の評価につきましても、処分

実績による評価の修正を厳格に行うなどの対応を継続して行っております。また、16 年 2 月に改

訂された金融検査マニュアル「中小企業融資編」の考え方等も織り込むことにより資産の自己査

定に係る諸規程の改訂も実施し、より実態に即した厳格な自己査定を確保する態勢の整備等に

取組んでおります。 
収益性の向上に向けた取組みといたしましては、信用格付に応じた適正な貸出金利適用の重点

推進を行うなどにより、お取引先への説明を十分に行いつつ、収益力の改善を図っております。 

 
２．計画の達成状況 

従来にはなかった 産学官連携や外部関連機関とのネットワークを構築することで、創造・新事業

支援の枠組みを整えることができました。経営相談機能については、ビジネスマッチングの情報提

供件数、成約件数ともに実績があがるなど定着化が進んでおります。 
企業再建支援活動では、本部担当部署への増員など社内体制を強化するとともに、社内外の研

修、通信講座への受講を奨励したことで、16 年 4 月より広く営業店においても企業再建支援活動

を実施し、対象先を全社的に拡大した取組みとなりました。 
また、15 年 9 月中間決算にて、りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財務改

革」を断行するなど、健全性の確保と収益体質強化が図られました。 

 
３．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題 

創造・新事業にかかる支援機能等の強化につきましては、外部関連機関への紹介実績はあるも

のの、融資実行などの成果に繋がっていない取組みもあり、本部専門部署の主導による取組み

から、現場営業店でのノウハウを高め、より裾野を広げた取組みが必要であると考えております。 
お取引先企業の再生に向けた取組みでは、再生ファンドの活用は定着化しましたが、エグジットフ

ァイナンスやデット・デット・スワップの活用など、再生手法の多様化を図る必要があると考えてお

ります。 
お客さまへの説明態勢については、社内ルール等の整備はできており、引続き定着化に向けた

研修等の取組み一層強化するとともに、お客さまのご意見を採り入れたサービスの向上に取組ん

でまいります。 

 
以 上 



Ⅱ.アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況（１５年４月～１７年３月）

1．１５年４月から１７年３月の全体的な進捗状況及びそれに対する評価

　弊社は15年9月に公表しました「リレーションシップバンキングの機能強化計画」の内容に沿い全社的な取組みをスタートさせました。
　これまで、外部関連機関との連携による創造・新事業に係る連携の仕組みの構築、当社主催によるビジネスマッチングフェア－の開催、「再生ファンド」の組成、などを通じてお取引
　先企業への経営支援・再生支援のための機能向上に向けた取組みを強化しました。また、15年度中間決算にて、りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財務改
　革」を断行し、健全性確保と収益体質強化に取組みました。
　これらの取組みにより全体としては概ね計画通りに進捗しましたが、後述の通り未だ具体的成果に顕われていない項目もあり、集中改善期間後においても、引続き深化、定着化に
　向けた取組みが必要であると考えております。

２．１６年１０月から１７年３月までの進捗状況及びそれに対する評価

　地域社会における技術開発、技術教育等を支援するとともに、新事業の創出等地域の産業振興に寄与することを目的に、大阪府立大学と産学官連携活動に関する基本協定書を
　締結しました。また、16年8月より取扱を開始した「近畿大阪ベンチャー育成ファンド」については、４社への投資を実行しました。
　企業再生支援活動では、あおぞら銀行と協働で組成した再生ファンドを引続き利用し、３２先が同ファンドを利用しました。
　お客さまへの説明態勢の整備については、与信取引に関する説明マニュアルの制定等により、対応予定の全項目を完了させました。

３．計画の達成状況

　従来にはなかった産学官連携や外部関連機関とのネットワーク構築により、創造・新事業支援の枠組みが整備できました。ビジネスマッチングは情報提供・成約件数ともに実績が
　あがるなど、定着化が図れました。
　企業再生支援活動では、本部担当部署の強化と、研修・通信講座の受講を奨励し、対象先を拡大した全社的な取組みとなりました。
　また、15年9月中間決算にて、りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財務改革」を断行するなど、健全性の確保と収益体質の強化が図られました。

４．計画の達成状況に対する分析、評価及び今後の課題

　創造・新事業支援の枠組みはでき、積極的な推進を図ったものの、なかには融資の実行などの具体的な成果に至らない取組みもあり、現場営業店でのノウハウを高め、裾野を広
　げた取組みが必要と考えております。
　企業再建支援活動では、再生ファンドの活用は定着化しましたが、エグジットファイナンスやデット・デット・スワップの活用など再生手法の多様化を図る必要があると考えております。
　お客さまへの説明態勢については、社内ルール等の整備はできており、引続き定着化に向けた研修等の取組みを一層強化するとともに、お客さまのご意見を採り入れたサービスの
　向上に取組む必要があると考えております。

５．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

具体的な取組み 備　　　考
（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み
１．創業・新事業支援機能等の強化
（１）業種別担当者の配置等融資
審査態勢の強化

・融資部に創業・新事業案件の
審査担当者を配置し、外部研
修や外部機関との連携を通じ
て審査ノウハウを蓄積する。

・審査担当者の配置。
・ベンチャー企業やＩＰＯを支援
する外部機関との情報交換や
ネットワークの強化。

・社内研修による審
査ノウハウの共有化
と普及。
・外部機関とのネット
ワーク強化。

・投資銀行等の専門家との間で、新事業構築
の手法に関する意見交換を継続実施。
・「目利き」研修派遣者（5名）を審査担当者と
して配置。
・「定性評価を中心とした企業の現状・将来性
評価について」と題して、社内集合研修を実
施（16年5月）。

・「目利き」研修派遣者（1名）を審査担当者と
して追加配置。

・研修参加者の追加派
遣。
・社内研修の定例化。

（２）企業の将来性や技術力を的
確に評価できる人材の育成を目的
とした研修の実施

・融資部担当者が地銀協「企業
価値研究講座」を受講(2名予
定）。
・営業推進部担当者が地銀協
「企業取引開発研究講座」を受
講（4名予定）。
・社内集合研修を実施。
・通信講座の受講を奨励。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励（本部の融資
関連部門・法人担当渉外の社
員を対象）。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励
（営業店の融資・渉
外担当者を対象）。
・社内集合研修。

・通信講座は、15年下期270名、16年上期66
名、16年下期37名受講。
・地銀協主催アクションプログラム対応集合
研修は、15年下期6名、16年上期3名、16年
下期4名受講。

・通信講座37名受講。
・地銀協主催アクションプログラム対応集合
研修4名受講。

・地銀協研修ほかによ
り、社内研修講師を育
成する。

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（近畿大阪銀行）



具体的な取組み 備　　　考
（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（３）産学官とのネットワークの構
築・活用や日本政策投資銀行との
連携。「産業クラスターサポート会
議」への参画

・「産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」
より得た情報・案件等に当社商
品・ｻｰﾋﾞｽの活用を検討。
・近畿経済産業局の「技術開発
補助事業」対象先へのｱﾌﾟﾛｰﾁ
継続。
・大阪ＴＬＯとの情報交換を通し
て産官学との連携を図り、取引
先の課題解決を支援。

・左記具体的な取組み策の継
続実施。
・大阪ＴＬＯとの連携につき社内
に周知。
・大阪ＴＬＯの機能について営
業店向けセミナーを実施。
・日本政策投資銀行の機能に
ついて研修会を実施。
・大阪ＴＬＯ・日本政策投資銀行
の紹介見込み先に対する提案
活動の実施。

・左記具体的取組策
の継続実施。
・創業,新事業支援機
能の活用について、
営業店業績評価に
おいて目標を設定し
て評価（４月）。

○「近畿地区産業クラスターサポート金融会
議」への参画
・第１回、2回会議に代表幹事として参加。
・産業クラスター計画関連の専用ローン「産業
クラスターサポートローン」を制定（15年10
月）、同計画参加企業に各種支援の提案活
動を実施。
・同会議主催の「企業経営者トップ金融セミ
ナー」へ参加（16年9月）。
○産学官連携の取組について
・大阪ＴＬＯとの連携（15年6月）。
・大阪府立大学と産学官連携に関する協定を
締結。
○大学発ベンチャー企業への各種支援実施
・当社主催で16年7月に開催したビジネスマッ
チングフェアーに大阪府下の6大学及び大学
発ベンチャー企業3社が出展。
・産学連携の取組として、大阪府立大学発の
ベンチャー企業である株式会社FUDAIが実施
する「事業後継者特修塾」への参加企業を募
集（16年9月）。
○日本政策投資銀行とは13年11月に提携を
開始しており、以後企業に対する資金支援等
を目的に情報交換を継続実施。
○創業・新事業支援の機能及び活用方法に
ついての周知をはかるため、渉外担当者向
け研修を継続実施。

・産学連携の取組として大阪府立大学と産学
官連携に関する協定書を締結(16年12月）。

（４）ベンチャー企業向け業務に係
る、日本政策投資銀行、中小企業
金融公庫、商工組合中央金庫等と
の情報共有、協調投融資等連携
強化

・日本政策投資銀行との連携
を強化し、同行の融資制度を
活用する。
・「ベンチャービジネス融資」を
顧客にＰＲし、積極的に活用す
る。
・大阪市「ビジネスプラン鑑定
団」の資金支援ネットワークに
参加。

・日本政策投資銀行の機能に
ついて社内勉強会を実施。
・「ベンチャービジネス融資」の
募集実施。
・国民生活金融公庫との業務
提携を検討。

・「ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融
資支援制度」・日本
政策投資銀行・中小
企業金融公庫等の
活用状況について業
績評価への反映。
・中小企業金融公庫
大阪支店と交流・情
報交換の実施（5
月）。
・「近畿大阪ベン
チャー育成ファンド」
を活用したベン
チャー企業支援の実
施。

○(財）大阪産業振興機構との提携による「ベ
ンチャービジネス融資支援制度」の実施。
○大阪府下地域における新規開業支援を目
的に国民生活金融公庫と業務提携。
○ベンチャー企業向け支援、企業再生支援、
中小企業に対する情報交換等の分野におけ
る連携を円滑にし、地域経済の活性化に貢
献することを目的に中小企業金融公庫と業務
提携。
○ベンチャー企業や成長企業の各ステージ
に応じた資金支援を行うことを目的に、「近畿
大阪ベンチャー育成ファンド」の取扱いを開始
（16年8月）。
○支援対象となるベンチャー企業発掘を目的
に、大阪市が主催するベンチャー企業認定制
度である「ビジネスプラン鑑定団」の認定企業
プレゼンテーションに継続参加。
○ベンチャー企業や株式公開指向のある企
業に対する支援を目的に、監査法人から講
師を迎え「株式上場セミナー」を実施（16年10
月）。

・「近畿大阪ベンチャー育成ファンド」で、4社
への投資実行。

（５）中小企業支援センターの活用 ・中小企業サポートセンターか
らＤＭ等を利用して各支援セン
ターの機能をＰＲする。
・社内において、研修等を通じ
て各支援センターの機能を周
知。

・同センターの活用法につき、
営業店への通知及び研修の実
施。
・同センターの活用について営
業店業績評価基準へ反映（15
年下期より）。
・左記取組策の継続実施。

・営業店業績評価に
おいて営業店別に目
標を設定して評価す
る(4月）。
・左記具体的取組策
の継続実施。

・大阪府中小企業支援センター及び中小企
業・ベンチャー総合支援センターと連携。
・当社主催で16年7月に開催したビジネスマッ
チングフェアーに大阪府中小企業支援セン
ター及び中小企業・ベンチャー総合支援セン
ター近畿が出展。
・大阪府の中小企業支援機関である(財)大阪
産業振興機構の機能をPRする目的で、同財
団のPR誌「マガジンマイドーム」を当社営業
店へ定期配布。

・新たな支援対象先の発掘を目的に、各支援
センター主催のベンチャー企業プレゼンテー
ションに参加。

（近畿大阪銀行）



具体的な取組み 備　　　考
（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
（１）経営情報やビジネス・マッチン
グ情報を提供する仕組みの整備

・「ｅ－あきないＮＥＴ」の利用対
象先の増強を図る。
・「法人渉外トレーニー」研修
で、情報の活用法を強化。その
他渉外担当者向けの各種研修
において、各種機能の活用法
を周知。

・「法人渉外トレーニー」実施。
・「ｅ－あきないＮＥＴ」の活用状
況データの営業店向け還元。
・ビジネスマッチングデータの
本部での一元管理と営業店と
の情報共有化の仕組みの検
討・実施。

・ＣＮＳ情報サイトの
経営情報や各種ビジ
ネスマッチング情報
の活用状況及び改
善点について営業店
宛アンケートの実施
（4月）。
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ
ﾌｪｱー「がんばりまっ
せ！おおさかメッセ」
の開催（7月）。
・左記の具体的取組
策の継続実施。

・当社とりそなグループ内におけるビジネス
マッチングや地方銀行協会主導で創設された
「地方銀行情報ﾈｯﾄﾜｰｸ」の仕組みを構築し、
ビジネスマッチングに取組む。
・ビジネスマッチング情報の社内共有の仕組
みを構築。
・「ｅ－あきないＮＥＴ」の機能を拡充し、各種
経営情報を提供する仕組みを整備。
・ビジネスマッチングフェアー「がんばりまっ
せ！おおさかメッセ2004」を開催（16年7月）。
・大阪府の中小企業支援機関である(財)大阪
産業振興機構が主催する「創都ビジネスフェ
アー」へ協賛（16年10月）。
・取引先企業に対する経営相談・支援機能能
力向上の強化を目的に、大手監査法人との
提携による社員向け研修を実施（16年11月よ
り）。

・ビジネスマッチングの新たな手法としてバイ
ヤー企業を招聘するビジネス商談会の取組
を開始。

（３）要注意先債権等の健全債権
化及び不良債権の新規発生防止
のための体制整備強化並びに実
績公表

（４）中小企業支援スキルの向上を
目的とした研修の実施

・地銀協主催の集合研修「中小
企業経営支援講座」に参加（3
名予定）。
・新設「法人渉外トレーニー」の
活用。
・社内集合研修の実施。
・通信講座の受講奨励。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励（本部の融資
関連部門・法人渉外担当の社
員を対象）。
・「法人渉外トレーニー」制度の
活用。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励
（関連本部、支店の
融資課・渉外課の人
員を対象）。
・社内集合研修。
・「法人渉外トレー
ニー」制度の活用。

・通信講座は、15年下期389名、16年上期122
名、16年下期52名受講。
・地銀協主催アクションプログラム対応集合
研修は、15年下期3名、16年上期3名、16年
下期1名受講。
・法人渉外トレーニー（長期）15名受講。
・融資先向け経営支援能力向上研修15名受
講。

・通信講座52名受講。
・地銀協主催アクションプログラム対応集合
研修1名受講。
・融資先向け経営支援能力向上研修15名受
講。

（５）「地域金融人材育成システム
開発プログラム」等への協力

・「経営交流会」の活動の継続
的な実施。
・りそな総合研究所の主催する
「公開セミナー」「マネジメントス
クール」等を企業に紹介。

左記取組の継続的な実施。 ・りそな総合研究所
の研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ活用
方法等の支店長向
け勉強会の実施（4
月）。
・りそな総合研究所
「マネジメントスクー
ル」開催（17社参加、
16年上期6回実施）。
・上期セミナー開催
予定（4月～9月6回
実施予定）。
・左記の具体的取組
策の継続実施。

・りそな総合研究所の研修機能の活用。
・大阪府立大学発のベンチャー企業である株
式会社FUDAIが実施する「事業後継者特修
塾」への参加企業を募集。
・ベンチャー企業や株式公開指向のある企業
に対する支援を目的に、監査法人から講師を
迎え「株式上場セミナー」を実施（16年10月）。

・りそな総合研究所の研修プログラムの継続
活用。

３．早期事業再生に向けた積極的取組み
（１）中小企業の過剰債務構造の
解消・再生の取組み。「早期事業
再生ガイドライン」の趣旨を踏まえ
た事業再生への早期着手

・債務者の再建可否を早期に
判断し､適切な手法・スキーム
による再生支援にあたる。
・外部機関等とのネットワーク
を強化し、企業再生のノウハウ
を蓄積する。
・本部、営業店が一体となり、
債務者の現状認識と再生への
強い意識の醸成を促す。

・法律事務所とアドバイザリー
契約締結。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・再生ファンドの利用に向けて投資銀行他の
機関とスキームを検討し、再生ファンドを活用
した再生支援を実施。
・法律事務所、投資銀行、コンサルタント会社
等の外部専門家と業務提携を実施。
・監査法人とデット・デット・スワップに関する
研修会を実施し、導入可能な支援先に対して
財務デューデリジェンスを実施。

・再生ファンドを利用した再生支援を実施。
・業務提携を行っているコンサルタント会社に
よる経営指導を導入。
・デット・デット・スワップを活用した再生手法
を導入すべく、外部調査会社による財務
デューデリジェンスを実施。

（別紙様式３－２、３－３、３－４及び３－５参照）

（近畿大阪銀行）



具体的な取組み 備　　　考
（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（２）地域の中小企業を対象とした
企業再生ファンドの組成の取組み

・「元気出せ大阪ファンド事業」
の立上げに積極的に関与す
る。
・民間の企業再生ファンドにつ
いても調査研究する。

・スキームを適用する対象とす
る債務者の選定、債務者との
折衝。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・16年3月にあおぞら銀行と協働で信託を利
用した再生ファンドを組成し、17年3月までに
95先が同ファンドを利用。
・17年3月に大阪府が組成した元気出せ大阪
ファンドの承認を得て、緊急再生資金保証制
度により１億円の資金支援を実施。

・あおぞら銀行と協働で組成した再生ファンド
を引き続き利用し、32先が同ファンドを利用
・17年3月に大阪府が組成した元気出せ大阪
ファンドの承認を得て、緊急再生資金保証制
度により１億円の資金支援を実施。

（３）デット・エクイティ・スワップ、
DIPファイナンス等の活用

・早期事業再生への支援を決
定した取引先に対する支援ス
キームの一つとして対応する。
・実施に向けた法務面、会計面
の検討が必要。

・スキームを適用する対象とす
る債務者の選定、債務者との
折衝。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・再生ファンドの利用とともに、デット・デット・
スワップを利用した再生を実現するため、監
査法人を交えて再生スキームの協議を行っ
たが、結果的に導入に至らず。

同左

（４）「中小企業再生型信託スキー
ム」等、ＲＣＣ信託機能の活用

・早期事業再生への支援を決
定した取引先に対する支援ス
キームの一つとして対応する。

・スキームを適用する対象とす
る債務者の選定、債務者との
折衝。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・15年10月にＲＣＣ（東京、信託事業部）を訪
問し、同信託機能の活用に向けた意見交換
を実施。
・16年3月に1グループ3社について、RCC信
託機能を利用した再生スキームを実施。
・16年7月にＲＣＣ（東京、再生第二部・債権買
取推進チーム）へ2回訪問し、今後の対応方
針を協議。
・17年3月にＲＣＣが中心となって再生スキー
ムを作成・実施した先に関して、同再生ス
キームに沿って債権放棄を行った上で、ＲＣＣ
信託に対し、債権譲渡を実施。

・17年3月にＲＣＣが中心となって再生スキー
ムを作成・実施した先に関して、同再生ス
キームに沿って債権放棄を行った上で、ＲＣＣ
信託に対し、債権譲渡を行った。

（５）産業再生機構の活用 ・早期事業再生への支援を決
定した取引先に対する支援ス
キームの一つとして対応する。
・企業規模、地域経済への影
響度、再生の確度を多面的に
検討し、対象先を決定する。

・スキームを適用する債務者の
選定、債務者との折衝。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・当社主力取引先であるＡ社が、民事再生法
の適用を受けた上で産業再生機構を利用し
た再生スキームを利用(15年9月）。
その他、当社の取引先では、2社が産業再生
機構を活用して再生を図っている。
・16年6月、当社主力先であるB社について産
業再生機構に事前相談を行ったが、最終的
には、債務者の了解がえられず、活用に至ら
ず。

・16年6月、当社主力先であるB社について産
業再生機構に事前相談を行い、16年9月以降
も協議を続けたが、最終的には、債務者の了
解が得られず、活用に至らず。

（６）中小企業再生支援協議会へ
の協力とその機能の活用

・同協議会との連携強化、債務
者に対して同協議会の利用を
提案。

・左記取組みの継続的な実施。
・要管理先以下の主要な債務
者を対象に再生取組み先を選
定し、それらの先について再生
活動に取組む。

同左 ・同協議会の機能を利用したスキームを検
討。
・同協議会の機能の活用方法についてヒアリ
ングを実施し、連携を強化。
・16年上期、協議会への持込みを1件行い、9
月上旬に協議会としての再生案の提示を受
けるが同意に至らず。

・16年上期、協議会への持込みを1件行い、9
月上旬に協議会としての再生案の提示を受
けるが同意に至らず。

（７）企業再生支援に関する人材
（ターンアラウンド・スペシャリスト）
の育成を目的とした研修の実施

・地銀協主催の「企業再生実務
講座」に参加（2名予定）。
・社内集合研修実施。
・通信講座の受講奨励。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励（本部の融資
関連部門・法人担当渉外の社
員を対象）。

・地銀協研修。
・通信講座の奨励
（支店の融資課、渉
外課担当者を対
象）。
・社内集合研修。

・通信講座は、15年下期248名、16年上期63
名、16年下期25名受講。
・地銀協「企業再生実務講座」は、15年下期2
名、16年上期3名、16年下期1名受講。
・企業再生支援の具体的手法について集合
研修を実施（受講者110名）。

・通信講座25名受講。
・地銀協「企業再生実務講座」1名受講。

・地銀協研修により社
内研修講師を育成す
る。

（近畿大阪銀行）



具体的な取組み 備　　　考
（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

４．新しい中小企業金融への取組みの強化
（１）担保・保証へ過度に依存しな
い融資の促進等。第三者保証の
利用のあり方

・融資案件の検討時において、
「実質ＣＦに基づく返済能力の
判定」を徹底する。

・「実質ＣＦに基づく返済能力判
定表」の作成。

・担保・保証に過度
に依存しない融資の
定着化を図る。

・担保、保証に過度に依存しない融資の推進
を図る観点から、また与信取引に関する「中
小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」
の内容に沿った態勢整備を図るため、通達、
規定・マニュアル等を作成し、留意事項の徹
底や具体的な対応策を順次示した。
・17年4月からの保証人に関する民法の改正
を受けて、17年1月に包括根保証人の新規受
入を禁止。また、17年3月には、保証約定書を
改定し、法改正に対応するとともに、保証受
入の基準を明確化。
・17年2月に「与信取引に関する説明マニュア
ル」を制定し、債務者及び保証人等に対する
説明態勢を整備。

・17年4月からの保証人に関する民法の改正
を受けて、17年1月に包括根保証人の新規受
入を禁止。また、17年3月には、保証約定書を
改定し、法改正に対応するとともに、保証受
入の基準を明確化。
・17年2月に「与信取引に関する説明マニュア
ル」を制定し、債務者及び保証人等に対する
説明態勢を整備。

・法人向けスコアリング商品「リ
テール48（west）」の取扱いの
開始。

・法人向けスコアリングモデル
商品の導入（9月）。
・法人向けスコアリング商品の
販売試行（～10月）。
  11月より取扱店を拡大。
・個人事業主向けスコアリング
モデルの開発検討。

・個人事業主向けス
コアリングモデル商
品及び法人新規先
向けスコアリングモ
デル商品の導入を
検討し、16年度から
の販売を目指す。

・15年9月、法人向けスコアリング商品「リテー
ル48（west）」を導入、60ヶ店で試行。同11月
大阪府下全店に拡大。
・「リテール48（west）」の商品改定を実施し、
新規融資先向けや長期貸出商品の導入（16
年2月）。
・個人事業主向けスコアリング商品を検討
中。
・17年4月よりCRD運営協議会（現：有限責任
中間法人CRD協会）のスコアリングモデルを
使用した法人向け新スコアリング商品を導入
予定。

・15年9月に導入した法人向けスコアリング商
品「リテール48（west）」の推進継続。
   ・17年3月末残高実績：7,666百万円
   ・17年3月末実行累計：29,758百万円
・個人事業主向けスコアリング商品の検討に
向け、CRD運営協議会との提携を実施。
・17年4月よりCRD運営協議会（現：有限責任
中間法人CRD協会）のスコアリングモデルを
使用した法人向け新スコアリング商品を導入
予定。

（３）証券化等の取組み ・地元の自治体、りそなグルー
プで取扱う商品に関して積極的
に取組む。

・第一回大阪市CLO並びに第
一回大阪府SBE私募債の販売
開始。
・第二回大阪市CLOへの参加。
・第二回大阪府SBE私募債販
売開始。

・引き続き、りそなグ
ループで大阪府証券
化商品への参加を
検討。
・引き続き、各自治
体の証券化商品へ
参加する。

・大阪市CLO第一回、第二回実績は合計
1,957百万円。
・大阪府SBE私募債第一回、第二回実績は合
計2,150百万円。
・16年7月に大阪市・神戸市・横浜市が組成す
る「政令指定都市CLO」へ参加し、12月に取
組み実施、実績144百万円

・大阪市・神戸市・横浜市が組成する「政令指
定都市CLO」に参加し、平成16年12月に取組
みを実施、実績144百万円。

（４）財務諸表の精度が相対的に
高い中小企業に対する融資プログ
ラムの整備

・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」の
導入の検討。
・「ＴＫＣ金融保証ローン」につ
いて、ＴＫＣ会員税理士向け情
宣活動を実施。

・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」導
入に向けた体制整備。
・「ＴＫＣ金融保証ローン」提携
方法の改善。

・ＴＫＣ南近畿会と連
携に向けた協議の
開始（6月）。
・上記施策の継続実
施・具現化。

・ＴＫＣ近畿大阪会との連携について協議を開
始（１５年８月）、営業店との交流会実施。
・提携融資商品「ＴＫＣプレミアムローン」取扱
開始（１６年８月）。
・ＴＫＣ経営革新セミナーへの協力を実施（１６
年１０月）。

・ＴＫＣ経営革新セミナーへの協力を実施。
・ＴＫＣ近畿大阪会各支部の例会に参加し、当
社営業店との交流・情報交換会を定期的に
実施。

（５）信用リスクデータベースの整
備・充実及びその活用

・地銀協の信用リスクデータ
ベース構築の進捗に併せて各
種作業を実施する。
・信用リスク管理の基礎となる
データ（信用格付、与信状況、
保全状況、延滞情報等）を一元
管理するシステムを個別に構
築する。
・「信用ﾘｽｸ定量化ｼｽﾃﾑ」を整
備活用し、適正な貸出金利の
適用を進める。
・信用格付の精度向上、ﾃﾞﾌｫﾙ
ﾄ率等のﾃﾞｰﾀ整備。

・地銀協が主体となり、ｼｽﾃﾑの
共同開発を実施。
・当社固有のシステムの立上
げ。
・信用格付の精度を高める研
修を実施。
・行内のﾃﾞﾌｫﾙﾄ実績をｼｽﾃﾑに
反映。
・地銀協の信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀをｼｽﾃ
ﾑに反映。

左記施策の継続的
な実施。
地銀協共同システム
の本格稼動。

・地銀協の新たな信用リスク管理システムで
ある「信用リスク情報統合システム（ＣＲＩＴ
Ｓ）」が16年12月に稼動、順次データの蓄積
が行われている状態にある。
・新たな自己査定システム及び債権管理シス
テムを開発、17年3月より試行開始。
・りそなグループと平仄を合わせた信用格付
制度の運用を16年6月から開始。
・17年3月より、融資業務の高度化と効率化を
目的として、融資企画部が中心となって、融
資統合データベースを中心としたシステム開
発の検討に着手。

・新たな自己査定システム及び債権管理シス
テムを17年3月より試行開始。
・16年11月に新ＢＩＳ規制の内部格付手法へ
の対応の検証のため、データベースを作成。
・17年3月より、融資業務の高度化と効率化を
目的として、融資企画部が中心となって、融
資統合データベースを中心としたシステム開
発の検討に着手。
・16年12月より新ＢＩＳ規制の内部格付手法へ
の対応を視野に入れて、信用格付のスコアリ
ングを見直すべく、ＣＲＩＴＳを含めた複数の外
部スコアリングモデルの検証を開始。

（近畿大阪銀行）



具体的な取組み 備　　　考
（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化
（１）銀行法等に義務付けられた、
貸付契約、保証契約の内容等重
要事項に関する債務者への説明
態勢の整備

7月29日に公表された事務ガイ
ドラインの一部改正への対応を
通して行内態勢を整備する。

・社内に検討会議を設置。
・社内態勢、実施スケジュール
を定め、適宜実施する。

左記施策の定着化
を図る。

・ワーキンググループを組成し、計画的に作
業を進め、与信取引に関する説明マニュアル
制定等により17年2月末で全項目の対応を完
了。

同左

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・支店役席者への研修。
・「苦情対応連絡会」を設け対
応の強化や再発防止策を検
討。
・「地域金融円滑化会議」にお
ける意見交換や銀行よろず相
談所からの苦情事例等の内容
を社内研修に反映｡

・研修計画立案。
・内部監査による点検項目の
見直し。
・「苦情対応連絡会」の開催。
・支店役席者への研修。
・臨店監査における苦情対応
状況等の点検強化。

・左記施策の継続的
な実施｡
・苦情発生時の報告
基準、報告方法の順
守及び研修実施状
況の確認。

・苦情対応連絡会を15年12月より開催。
・営業店における事例研修の充実等のため
営業店から本部宛に報告された苦情の全件
を営業店に還元開始(15年7月より）。
・営業店からの研修報告に基づき実施状況を
確認（17年1月より）。

・研修実施
　　グループリーダー研修（16年11月）
・苦情対応連絡会の開催（16年10月、12月、
17年3月）

６．進捗状況の公表 ・りそなホールディングス広報
部が一元的に行う。

15年度上期の進捗状況を記者
クラブ宛資料配布により公表
し、ホームページにも掲載す
る。

同様に半期ごと公表
する。

・15年上期までの進捗状況を15年11月28日
に公表。
・15年下期までの進捗状況を16年5月31日に
公表。
・16年上期までの進捗状況を16年10月29日
に公表。

・16年上期までの進捗状況を16年10月29日
に公表。

【以下任意】

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み
１．資産査定、信用リスク管理の強化
（１）①適切な自己査定及び償却・
引当

自己査定体制の整備、関係諸
規定等の整備。

自己査定体制の強化、関係諸
規定等の制定・改訂。

自己査定体制強化
の継続実施、関係諸
規定等の見直し。

資産監査チームの増員、本部査定体制の強
化、各種説明会・研修の実施、自己査定関係
マニュアルの改訂・事例集等の制定。

自己査定レベルの更なる向上を図るための
臨店研修等の実施及び条件緩和債権のデー
タ整備の継続実施。

必要に応じた関係諸規
定の見直し。自己査定
レベルの更なる向上に
向けた説明会・研修等

（１）②担保評価方法の合理性、処
分実績からみた評価精度に係る
厳正な検証

処分実績データの蓄積及び当
該データに基づく検証、大型物
件・特殊物件の鑑定評価の検
証、研修の実施。

処分実績のデータ整備及び当
該データに基づく鑑定評価の
妥当性の検証、特殊物件等の
データ蓄積・分析。

各項目の継続実施。大型物件・特殊物件の鑑定評価の検証、処
分実績のデータ蓄積及び当該データに基づく
鑑定評価の検証を通じた掛目の実施。担保
評価実施要領等の研修の実施。

処分実績に基づく鑑定評価の検証を通じた
掛目の実施。担保評価額における保証金等
の控除必要額等の所要の修正の更なる厳格
化を実施。

継続実施。

（近畿大阪銀行）



具体的な取組み 備　　　考
（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上
（２）信用リスクデータの蓄積、債
務者区分と整合的な内部格付制
度の構築、金利設定のための内
部基準の整備等

・格付、債務者区分の定時・臨
時見直しを励行。

・6月末自己査定時点での「債
務者区分と信用格付の一致」。

営業店レベルでの信
用格付、債務者区分
の精緻化の実現。

・信用格付制度を改定し、信用格付の判定時
に債務者区分も同時に決定する随時査定方
式を16年6月より実施。新制度の研修会を階
層別に行い定着化を図る。
・17年3月に自己査定システム、債権管理シ
ステムが稼動。
・16年12月よりＣＲＩＴＳを含めた複数の外部ス
コアリングモデルの検証を開始。

・16年12月より信用格付のスコアリングを見
直すべく、ＣＲＩＴＳを含めた複数の外部スコア
リングモデルの検証を開始。
・新ＢＩＳ規制等への対応を図るため、新たな
自己査定システム及び債権管理システムを
開発し17年3月より試行開始。
・17年3月より、融資業務の高度化と効率化を
目的として、融資統合データベースを中心とし
たシステム開発の検討に着手。

・適用金利に係る個社別取引
方針の明確化。

・営業店業績評価への「貸出目
標金利」の適用を反映。
・営業店還元資料の見直し。

・貸出目標金利未達
債権ﾘｽﾄの営業店へ
の還元（4月）。
・営業店業績評価へ
の反映（4月）。
・信用ｺｽﾄ・ﾘｽｸに見
合った貸出金利鞘の
確保及び拡大の観
点から適正なﾌﾟﾗｲｼﾝ
ｸﾞ確保の定着化を図
る。

・貸出目標金利の浸透のため全部店長・渉外
担当役席に対し説明会を実施（15年4月）。
・貸出金利改善対象先の営業店管理資料還
元（15年4月・10月、16年4月、11月）。
・信用ｺｽﾄ控除後収益を織込んだ取引先別収
益表の還元開始（15年6月）。
・信用ｺｽﾄ控除後ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ改善の月次実績還
元、取引先別収益表を還元済（15年6月）。
・貸出目標金利算出ﾂｰﾙの追加制定（15年7
月）。
・低格付先を中心とした「信用格付に応じた適
性な貸出金利」適用の重点推進を実施（15年
12月）。
・「貸出目標金利」の改定（16年6月）。

・営業店評価体系に「信用コスト控除後事業
貸出金スプレッド改善」を評価項目として導入
（16年10月）。
・貸出金利改善対象先の営業店管理資料還
元（16年11月）。
・地域別営業統括責任者の臨店により各管
理資料のチェック、進捗状況を聴取して個店
別に改善について指導を実施（臨店半期平
均約3回）。

３．ガバナンスの強化
（１）　株式公開銀行と同様の開示
（タイムリーディスクロージャーを
含む）のための体制整備等

・毎期の決算に基づく会社情報
の適時開示基準金額の確定時
等には、速やかに行内で周知
徹底し、適時適切に対応する。

・具体的取組み策に基づき、都
度、適時開示規則その他法令
の遵守について周知徹底す
る。

同左 ・株式公開銀行と同様の開示体制を維持する
とともに、開示規則等の遵守について周知徹
底を図っている。

同左

４．地域貢献に関する情報開示等
（１）地域貢献に関する情報開示 地銀協より公表されている「地

域貢献に関する情報開示の充
実に向けた取組み方針」の内
容をふまえた開示を行う。
１．地域への信用供与の状況
２．地域の利用者への利便性
提供の状況
３．地域経済活性化への取組
み状況
４．その他（地域への各種支援
活動の状況）

15年度下期中に「地域貢献に
関する情報｣を開示する。

15年度の情報開示
に対する評価を踏ま
え､16年度上期中に
開示を行う。

・「地域貢献に関する情報」について、りそな
ホールディングス広報部と連携のうえ、「りそ
なホールディングス中間期ディスクロージャー
誌2003－2004」、「近畿大阪銀行ディスクロー
ジャー誌2004」およびホームページを通じて
公表。
・16年9月末での地域貢献への概要をまとめ
たリーフレット「2004－2005中間期レポート
より、地域のみなさまとともに」を店頭に配
置。

・16年9月末での地域貢献への概要をまとめ
たリーフレット「2004－2005中間期レポート・
より地域のみなさまとともに」を店頭に配置。

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

（近畿大阪銀行）



Ⅲ.経営改善支援の取組み状況

①要注意先・要管理先の集中管理を通じて再建可能先の早期発見、再
建支援活動の早期着手を行う。
②企業再建ﾉｳﾊｳを持つ金融機関等、外部専門家との協力・提携関係を
構築、強化し、具体化する。
③ﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰ制度とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにより債務者の現状把握と状況変化を察知
する。
④融資部の担当審査役が初期延滞先の管理を担当し、延滞のきわめて
初期の段階から本部・営業店が一体となって営業店を指導・管理しなが
ら債務者の現況把握と債権の劣化防止に努める。

１５年度

①特定審査ﾁｰﾑ、企業再建支援ﾁｰﾑの体制変更(4月)
②特定審査ﾁｰﾑの審査役増強(4名→6名)（6月）
③ﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰの実施（15年4月）
④ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施（15年8月）
⑤「あおぞら銀行」などの企業再生ﾉｳﾊｳを持つ金融機関との連携による
企業再建活動への着手(15年度上期)
⑥再建支援対象先に個社別の短期目標設定を行い、企業再建支援ﾁｰ
ﾑの活動状況を経営宛に定期報告する（3ヶ月毎）。
⑦自己査定を通じ、再建支援活動の結果をﾄﾚｰｽする。

１６年度 ①15年度と同様の取組みとする。
②企業再建支援ﾁｰﾑを企業ｻﾎﾟｰﾄ室に組織変更（16年6月）。

①特定審査ﾁｰﾑで要管理先・破綻懸念先を中心とした集中管理を行う。
②企業ｻﾎﾟｰﾄ室で要注意先以下の債務者のうち再建が可能と考えられ
る先について、企業再建支援活動(財務体質の改善ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ等の経営改
善支援、金融機関としての支援)を行う。

○特定審査ﾁｰﾑと企業ｻﾎﾟｰﾄ室との連携強化、及び機能強化を図る。
○本部直轄管理先を選定し、活動を開始（16年2月）。
○ﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰ、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施。
○あおぞら銀行・新生銀行と再生に係る基本契約を、㈱船井総合研究
所と業務提携契約を締結。
○企業再生活動に関する基本方針を制定（16年3月）。

１６年１０月～１７年３月 ○ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの継続実施。

○債務者毎に取引方針の見直しを行い、当社の協力・支援と、債務者の
自助努力により、債務者区分の良化が可能と見込まれる先について、個
社別にｽｷｰﾑの検討を行い、債務者区分の上方遷移を行った。
○Ｈ16年度上期に、本部主導で行っていた再生活動を営業店ﾚﾍﾞﾙでも
実践すべく、対象先の拡大を図るとともに営業店ｻﾎﾟｰﾄを強化し、全社的
な活動に拡大。
○営業店担当者のｽｷﾙｱｯﾌﾟと、再生支援活動の動機付けのために研修
会を実施。
○特定の債務者に対して外部の専門機関を紹介、企業再生ｽｷｰﾑの検
討を含めて協調関係を構築。
○大阪府中小企業再生支援協議会の活用、元気出せ大阪ﾌｧﾝﾄﾞの保
証機能の活用による再生支援を実施。

１６年１０月～１７年３月

○企業ｻﾎﾟｰﾄ室担当者の臨店、及び支援先への同行訪問により、企業
再生について全社的なﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟに努める。
○大阪府中小企業再生支援協議会の活用、「元気出せ大阪ﾌｧﾝﾄ」゙の
保証機能の活用による再生支援を実施。

（近畿大阪銀行）
（注）下記の項目を含む

・計画の達成状況、計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題（借手の中小企業サイドの課題を含む）

具体的な取組み

備考（計画の詳細）

（２）経営改善支援の取組み状況
（注）

１５年４月～１７年３月

進捗状況

（１）経営改善支援に関する
体制整備の状況

（経営改善支援の担当部署を含む）
１５年４月～１７年３月

・経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。

スケジュール

・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。
・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。



ⅣⅣⅣⅣ....経営改善支援経営改善支援経営改善支援経営改善支援のののの取組取組取組取組みみみみ実績実績実績実績

【１５年４月～１７年３月】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 5,884 224 89 90

うち要管理先 1,385 87 22 37

破綻懸念先 1,404 21 3 3

実質破綻先 1,414 5 2

破綻先 615 1

合　計 39,998 425 114 132

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

29,296 87

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

要
注
意
先

正常先



【１６年度（１６年４月～１７年３月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 5,873 219 51 136

うち要管理先 705 56 13 31

破綻懸念先 1,796 32 8 17

実質破綻先 1,949

破綻先 476

合　計 34,422 327 72 185

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１６年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

23,623 20 1



【１６年度下期（１６年１０月～１７年３月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 5,395 189 29 152

うち要管理先 623 48 5 37

破綻懸念先 1,439 29 23

実質破綻先 1,219

破綻先 318

合　計 31,667 274 34 220

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１６年１０月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

22,673 8 8


